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業　務　等　質　問（回　答）書
提出日：令和7年10月29日
	発注機関名
	長野県企画振興部ＤＸ推進課
	公　 告 　日
	令和７年10月22日

	業　 務 　名
業務箇所名
	誰一人取り残されないデジタル活用支援推進事業業務
長野県企画振興部ＤＸ推進課他

	質問書提出者
	所　 　 在　  　地
	

	
	商号又は名称
	

	
	電　　　　　　　話
	

	
	担当者　所属・氏名
	

	質問内容
	① 昨年度は「8市町以上の実施」が要件だったと記憶しておりますが、実際には最終的に何市町で実施されたかご教示いただけますでしょうか。
② 開催エリアの数が多いことは、審査や評価において加点要素となるのでしょうか。
③ 昨年度の相談窓口は、具体的にどのような場所（例：役場内、図書館、公民館等）で実施されたかお伺いできますでしょうか。
④ 昨年度はどのような広報手段で参加者募集を行われましたか。各市町の広報誌等に掲載いただくことは可能でしょうか。
⑤ 参加者の申込受付業務（フォーム受付・電話対応等）は、受託者側で対応する想定でしょうか。
⑥ 「1町村あたり10時間程度」とありますが、追加で実施する町村分についても同様に10時間の実施が必要と考えてよいでしょうか。
⑦ 1回あたりの参加者が5名未満の場合は原則実施しないという理解でよろしいでしょうか。 また、仮に5名未満で実施した場合でも「1回分の開催」としてカウント可能かご教示ください。





回答日：令和７年11月６日
	回　　　　答
	1 昨年度は、35町村において実施しました。
ただし、昨年度の事業ではオンライン相談会の形式で実施しており、今年度の事業とは実施形態等の仕様が異なることをご承知おきください。
2 「公募型プロポーザル方式実施公告」 の 「６(6) 企画提案の選定基準」 のとおり、より多くの町村で実施できる計画であることを評価対象とし、20点を配点しています。
なお、「誰一人取り残されないデジタル活用支援推進事業」業務仕様書（案）の 「別紙 講習会実施候補市町村」 において、対象町村のリストに 「北信」「南信州」 などの 「地域」 を記載していますが、これは参考情報です。実施町村の　「地域」　に重複や偏り等があっても、評価に影響は生じません。
3 昨年度は、町村内の郵便局を窓口としてオンライン相談会の形式で実施しました。
4 昨年度は、長野県のプレスリリース、チラシの新聞折り込み、町村の広報誌、町村の公式ホームページ等を利用しました。
なお、受託者が町村の広報誌等の利用を希望する場合は、町村の担当部署と調整していただく必要があります。
5 申込受付業務は受託者の業務です。
6 ご認識のとおりです。
7 「１回当たりの定員は５人以上」 は、あくまでも定員であり、５人以上として募集することを意味します。実際に申込者・参加者が５人未満だった場合でも、１回分の実施としてカウントします。
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